別添１－２
「かがわ印給食ウィーク」の取組計画書

１　事業計画
（１）目的　

（２）実施予定期間
４月：　　　日～　　　日（　日間）
５月：　　　日～　　　日（　日間）
６月：　　　日～　　　日（　日間）
７月：　　　日～　　　日（　日間）
８月：　　　日～　　　日（　日間）
９月：　　　日～　　　日（　日間）
10月：　　　日～　　　日（　日間）
11月：　　　日～　　　日（　日間）
12月：　　　日～　　　日（　日間）
１月：　　　日～　　　日（　日間）
２月：　　　日～　　　日（　日間）
３月：　　　日～　　　日（　日間）

（３）地場産物利用率（目標値）の設定
	　項目


実施月
	事業実施前の
１食当たり食材費
(A)※１、２
	事業実施前の
地場産物
利用率
(B)※１、２
	給食
提供
日数
(C)
	「かがわ印給食ウィーク」の
実施日数(D)
	想定する
１人当たり
補助単価
(E)=(D)×50円
	地場産物利用率の
目標値
(F)※３

	４月
	円
	％
	日
	日
	円
	％

	５月
	
	
	
	
	
	

	６月
	
	
	
	
	
	

	７月
	
	
	
	
	
	

	８月
	
	
	
	
	
	

	９月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	１月
	
	
	
	
	
	

	２月
	
	
	
	
	
	

	３月
	
	
	
	
	
	


※１　実施前の値については、前年同月を基本とするが、食材費及び地場産物利用率が現状を反映していない場合は、前年平均など適切なものを利用する。また、市町一般財源等による学校給食への上乗せ助成を実施している場合は、比較可能な直近の月とするなど、実態を反映したものとする。

※２　県が実施している「学校給食における地場産物調査」の対象となっていない実施主体の場合、(A)及び(B)は下記のとおりとする。
 (A)：原則「※１」の考え方で、前年度の資料等を基に設定する。
(B)：月毎の仕入総額に占める県産農水産物の仕入額が分かる資料を基に設定するが、当事業への取組み初年度に限り、直近年度の「学校給食における地場産物調査」の県平均値等を基準として設定可能とする。
※３　目標値（％）(F)＝(((A)×(B)×(C))+ (E))/(((A)×(C))+(E))

２　補助対象者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	対象施設※ 
項　目
	
	
	
	
	合計

	施設数
	
	
	
	
	

	園児・児童・生徒数
	
	
	
	
	

	教職員数
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


※　対象施設の欄には、小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設を記載する（必要に応じて列追加可）。

３　補助対象経費の算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円、日、人）
	項目

実施月
	１食当たりの
補助単価（A）
	「かがわ印給食ウィーク」の実施日数（B）
	補助対象者数（C）
	補助対象経費
(D)
＝(A)×(B)×(C)

	
	
	
	負担軽減
交付金※の対象
	
	

	４月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	５月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	６月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	７月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	８月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	－
	－

	９月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	10月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	11月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	12月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	１月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	２月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	３月
	50
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	

	計
	
	
	対象外
	
	

	
	
	
	対象
	
	


※負担軽減交付金とは、文部科学省が実施する「学校給食費の抜本的な負担軽減」における「給食費負担軽減交付金」を指す（本交付金の対象は、公立小学校・特別支援学校小学部の児童）。

４　食育活動
	実施月
	内　容

	４月
	

	５月
	

	６月
	

	７月
	

	８月
	

	９月
	

	10月
	

	11月
	

	12月
	

	１月
	

	２月
	

	３月
	


※県産農水産物の理解促進につながるための積極的な食育活動として想定する、講話の実施、給食便りの作成・配布、掲示物の設置等について、記載すること。

５　添付資料
（１）基準とする月の「地場産物使用状況に関する調査票」
（２）「学校給食における地場産物調査」の対象となっていない実施主体の場合は、
　　　・事業実施前の１食当たり食材費の根拠となる資料（任意様式）
・月毎の仕入総額に占める県産農水産物の仕入額が分かる資料（任意様式）


